
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の概要

平 成 2 3 年 1 0 月
水・大気環境局
水環境課
土壌環境課地下水・地盤環境室

１．水質汚濁防止法施行規則の一部改正及び排水基準を定める省令の
一部改正

○ 平成21年11月30日、1,1-ジクロロエチレンについて、公共用水
域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水
の水質汚濁に係る環境基準の基準値の変更が行われた。
（0.02mg/lから0.1mg/lに変更）

○ これを受け、排水基準を0.2mg/lから1mg/lとし（排水基準を定
める省令の一部改正 地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を）、
0.02mg/lから0.1mg/lとするもの 水質汚濁防止法施行規則の一部（
改正 。）

２．排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部改正

○ 亜鉛については 平成15年11月5日に環境基準が設定され 当該、 、
環境基準の維持・達成を図るため、平成18年12月11日より水質汚
濁防止法に基づく排水基準を強化（5mg/lから2mg/lに変更）して
いる。

○ その際、直ちに当該排水基準を達成することが著しく困難であ
った一部の工場・事業場（10業種）に対し、５年間の暫定措置と
して、暫定排水基準を設定した（平成23年12月10日まで 。）

○ 現行の暫定排水基準は平成23年12月10日を以て適用期限を迎え
ることから、平成23年12月11日以降の措置について検討を行った
結果、３業種について平成28年12月10日まで暫定排水基準の適用
期限を延長するもの。

施行日：平成23年11月１日（２．については平成23年12月11日）
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